
 

 

「 東京の鉄道における 持続可能な運行に関する 検討会」 設置要綱 

 

（ 目的）  

第１ 条 東京の鉄道ネッ ト ワ ーク は、 都民生活と 都市活動に不可欠な社会イ ンフ ラ である ため、

技術者不足に起因し て生じ る 今後の懸念に対し 、 都と 関係者で対策を検討する こ と を目的に、

「 東京の鉄道における 持続可能な運行に関する 検討会」（ 以下、「 本会」 と いう 。） を設置する 。  

 

（ 組織）  

第２ 条 本会は、 別紙に掲げる 者によ り 構成する 。  

 

（ 座長）  

第３ 条 本会に座長を 置く 。  

２  座長は、 本会を代表し 、 議事を総理する 。  

 

（ 検討会の運営）  

第４ 条 本会は、 座長が招集する 。  

２  座長は、 必要に応じ て委員以外の者に対し て、 検討会への出席等必要な協力を 依頼する こ と

ができ る 。  

３  本会は非公開と する 。  

４  本会の資料は公開と する 。ただし 、座長が公開を不適当と 認める と き は、こ の限り ではない。  

 

（ 事務局）  

第５ 条 本会の事務局は、 東京都都市整備局都市基盤部交通企画課に置く 。  

 

（ 補則）  

第６ 条 こ の規約に定める も ののほか、 本会の運営に関し 、 必要な事項は座長が別に定める 。  

 

附 則 

 こ の要綱は、 令和７ 年７ 月 15 日から 施行する 。  

  

 こ の要綱は、 令和７ 年 11 月 28 日から 施行する 。  
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